
 
 
 

 

 

【問い合わせ先】  
〒650-8567  神戸市中央区下山手通 5 丁目 10-1 
兵庫県 農林水産部 林務課 木材利用班 
TEL:078-362-9224(内線 4121) / FAX:078-362-3954 
URL：https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk14/kinotakumi_touroku_h25.html 

 応募資格  

  つぎの条件に全て当てはまる工務店 
 

① 兵庫県内に事務所又は営業所を置いている。 
② 性能が明確な木造住宅を供給できる。 
③ 兵庫県産木材を利用する技術がある。 
④ 兵庫県産木材を使用した木造住宅の建築を増やす意欲がある。 
⑤ 県民に県産木材を利用した住宅を PRしていく意欲がある。 

 応募方法    
下記 URL 又は QR コードから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入のう

え、下記連絡先へご提出ください。 
詳細につきましては、下記問い合わせ先にお問い合わせください。 

「ひょうご木の匠」に登録するメリット   
①「ひょうご木の匠」登録工務店として県 HP に掲載 
② 県から支援施策や補助事業に関する情報提供   等 

 

 ひょうご木の匠の会    
「ひょうご木の匠」に登録すると、さらに「ひょうご木の匠の会」に入会す

ることができます。（※年会費３万円） 
入会すると、「ひょうごの木の家」建築促進事業（完成見学会や相談会等イベ

ント 1 回につき最大 10万円の補助）を活用できます。 

兵庫県産木材を使用した木造住宅の建築の担い手である工務店を

「ひょうご木の匠」として、兵庫県が広く県民に紹介します。 


